
下北方地区 地区計画
【最終都市計画決定：平成 24 年 12 月 6日】

名 称 下北方地区 地区計画

位 置 宮崎市下北方町花切の一部

面 積 約０．６ｈａ
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地区計画の目標

本地区は、市中心部から北西約 3kmの丘陵地に位置し、史跡や

自然景観地が残る「下北方風致地区」内にあり、北側には県内有

数の観光地であり、市民のレクリエーションの場としても親しま

れている「県立平和台公園」が整備されている。東側及び南側は

既存の市街化区域となっており、風致地区内の低層戸建て住宅を

中心とする閑静な住宅街が広がり、自然と調和した良好な住環境

が形成されている地域である。

このため、当該地区における住宅系開発に関し、地区計画を策

定することにより、住宅市街地として適正な土地利用の誘導を図

り、周辺環境と調和した快適で潤いのある住環境の形成を図るこ

とを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、戸建ての専用住宅を主体とした低層住宅等の立地を

図り、ゆとりある豊かな街並み及び周辺の自然環境と調和した閑

静な住宅地の形成を図る。

地区施設の整備の方針

区画道路は、地区内居住者の利便性に配慮するとともに、通過

交通を排除することにより、安全で円滑な交通を確保するよう適

切に配置する。

また、公園は、地区内居住者の利用を考慮し、地区の中央に配

置して利便性を図るとともに、生活環境の向上に寄与できるよう

周辺環境と調和のとれた整備を図る。

建築物等の整備の方針

自然環境と調和した、緑豊かな戸建住宅地の形成を図るため、

次に掲げる建築物等に関する制限を定める。

（1） 良好な住環境を有する低層な戸建住宅地として、建築物の

用途の混在を防止するため、建築物等の用途の制限を定める。

（2） ゆとりある豊かな街並みを形成するため、建築物の容積率

の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、

建築物等の高さの最高限度の制限を行う。

（3） 敷地の細分化を防ぐため、建築物の敷地面積の最低限度を

定める。

（4） 美しい街並みの形成を図るため、建築物及び屋外広告物の

形態又は意匠の制限を行う。

（5） 自然環境と調和した住宅地を形成するため、垣又はさくの

構造の制限を行う。



「区域は計画図表示のとおり」
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建築物等の用途

の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

（1） 建築基準法別表第 2(い)項第一号に規定する住宅

（2） 建築基準法別表第 2(い)項第二号に規定する兼用住宅

（3） 建築基準法施行令第 1 3 0 条の 4 第三号に規定する公益上

必要な建築物

（4） 前各号の建築物に附属するもの（建築基準法施行令第 130

条の 5に定めるものを除く。）

建築物の容積率

の最高限度
６０％

建築物の建蔽率

の最高限度
４０％

建築物の敷地面積

の最低限度

２００㎡

（公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。）

壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの

距離は、1ｍ以上とする。

建築物等の高さ

の最高限度
建築物の高さの限度は、地盤面から 10ｍとする。

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限

建築物及び屋外広告物の色彩等は、周囲の景観に調和したもの

としなければならない。

但し、建築物に付属する物置等にあっては、この限りではない。

垣又はさくの構

造の制限

道路に面する垣又はさくの構造は生け垣とし、ブロック造、コン

クリート造等の工作物を設置してはならない。

ただし、次の各号に該当するものにあってはこの限りではない。

（1） 敷地地盤面より上部に設置する透視可能なネットフェンス等

（2） 門柱等として設置するもの

（3） ネットフェンス等の基礎として設置される高さ 30cm以下

の工作物

（4） 敷地造成時に土留めとして設置される工作物

種 別 名 称 規 模

道 路
１号区画道路 幅員 6ｍ 延長約 177ｍ

２号区画道路 幅員 6ｍ 延長約 36ｍ

公 園 １号公園 面積 約 178㎡
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